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50
歳
以
上
の
方
は
、
年
１
回

定
期
的
に
前
立
腺
が
ん
検
診

を
受
け
ま
し
ょ
う

　

前
立
腺
が
ん
は
、
男
性
の
が
ん

罹
患
数
（
新
し
く
発
症
し
た
が
ん

患
者
数
）で
、２
０
１
５
年
胃
が
ん
、

肺
が
ん
を
抜
い
て
第
1
位
に
な
り
、

中
高
年
に
急
増
し
て
い
る
が
ん
で

す
。
本
町
の
検
診
で
も
毎
年
数
名

の
方
に
が
ん
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
初
期
段
階
は
自
覚
症
状
が
な

く
、
症
状
が
出
て
医
療
機
関
を
受

診
し
た
時
に
は
他
の
臓
器
に
転
移

し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
検
診
に

よ
る
早
期
発
見
は
重
要
で
す
。　

　

検
診
は
血
液
検
査
で
行
い
、
前

立
腺
が
ん
等
の
疾
患
が
あ
る
と
高

く
な
る
Ｐ
Ｓ
Ａ
値
（
前
立
腺
特
異

抗
原
）
を
調
べ
ま
す
。
50
歳
か

ら
罹
患
者
が
急
激
に
増
加
す
る

た
め
、
50
歳
以
上
の
男
性
は
、
年

1
回
前
立
腺
が
ん
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

■
対
象
と
な
る
方

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
50
歳
以
上

の
男
性（
平
成
30
年
3
月
31
日
現
在
）

■
受
診
方
法

　

希
望
す
る
町
内
の
医
療
機
関

（
特
定
健
診
・
健
康
診
査
実
施
医
療

機
関
）
に
予
約
し
て
受
け
て
く
だ

さ
い
。（
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
は
、
特
定
健

康
診
査
、
健
康
診
査
と
併
せ
て
検

診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

地
域
保
健
班

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
３
６
３
１

６
月
は
児
童
手
当

「
現
況
届
」
の
提
出
を

お
忘
れ
な
く

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る

状
況
を
記
載
し
、
引
き
続
き
手
当

を
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限　

　

６
月
30
日
㈮
ま
で

■
現
況
届
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
申
請
者
の
健
康
保
険
証

（
厚
生
年
金
等
加
入
者
の
場
合
）、
課

税
情
報
の
確
認
に
係
る
同
意
書
等

※
右
記
以
外
の
書
類
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
受
給
資
格

　

中
学
校
修
了
前
（
15
歳
到
達
後
、

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人

■
児
童
手
当
の
額　

・
３
歳
未
満　

月
額
１
万
５
千
円

■
検
査
方
法

　

血
液
検
査
で
、
血
液
中
の
Ｐ
Ｓ
Ａ

値
（
前
立
腺
特
異
抗
原
）
を
測
定

■
持
参
す
る
物

・
自
己
負
担
金　

１
５
０
０
円

・
健
康
保
険
証
等

■
実
施
期
間

　

6
月
1
日
㈭
～
平
成
30
年
3
月

31
日
㈯

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課 

健
康
づ
く
り
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
４

不
妊
専
門
相
談
会

■
日
時　

　

７
月
７
日
㈮

　

午
後
３
時
～
５
時　

※
要
予
約

■
場
所

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

　

ク
リ
ニ
ッ
ク
室

■
専
門
相
談
員

・
徳
山
中
央
病
院　

産
婦
人
科

　

山
縣
芳
明 

先
生

・
臨
床
心
理
士
・
生
殖
心
理
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー　

今
井
佳
子 

先
生

■
相
談
内
容

・
不
妊
に
関
す
る
相
談

・
不
妊
治
療
に
関
す
る
情
報
提
供

・
不
妊
に
関
す
る
悩
み
や
ス
ト
レ
ス
等

■
費
用　

無
料

■
申
し
込
み
期
限

　

６
月
29
日
㈭
ま
で
に
電
話
連
絡

※
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
の
で
ご

安
心
く
だ
さ
い
。

　

イ
ノ
シ
シ
等
の
有
害
鳥
獣
捕
獲
は
無
免
許
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
周
防

大
島
町
で
は
イ
ノ
シ
シ
・
タ
ヌ
キ
・
カ
ラ
ス
を
有
害
鳥
獣
に
指
定
し
、

山
口
県
大
島
郡
猟
友
会
へ
委
託
し
て
捕
獲
し
て
い
ま
す
。
捕
獲
に
携
わ

る
者
は
狩
猟
免
許
を
取
得
し
、
山
口
県
の
狩
猟
者
登
録
が
必
要
で
す
。

　

山
口
県
で
は
今
年
度
、
狩
猟
免
許
試
験
が
６
カ
所
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の
機
会
に
捕
獲
に
携
わ
る
こ
と
が
可
能
な
方
は
ぜ
ひ
、
狩
猟
免
許
を

取
得
し
て
い
た
だ
き
、
農
作
物
被
害
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。（
※
町

で
は
狩
猟
免
許
取
得
経
費
等
を
一
部
助
成
し
て
い
ま
す
。）

狩猟免許試験日程
区分 日時 場所 申込期限

第１回
６月 25 日㈰

午前９時～午後４時
下松市地域交流センター

（下松市生野屋南１丁目 11-1）
６月 16 日㈮
午後５時

第２回
７月４日㈫

午前９時～午後４時
山口県総合保健会館

（山口市吉敷下東３丁目 1-1）
６月 27 日㈫
午後５時

第３回
７月 23 日㈰

午前９時～午後４時
美祢市民会館

（美祢市大嶺町東分 326-1）
７月 14 日㈮
午後５時

第４回
８月６日㈰

午前９時～午後４時
柳井市文化福祉会館
（柳井市柳井 3718）

７月 28 日㈮
午後５時

第５回
８月 10 日㈭

午前９時～午後４時
山口県立農業大学校
（防府市牟礼 318）

8月３日㈭
午後５時

第６回
８月 27 日㈰

午前９時～午後４時
下関市菊川ふれあい会館
（下関市菊川町下岡枝 117）

8月 18 日㈮
午後５時

※試験の前日に、同会場において、山口県猟友会主催による狩猟者講習会が
　開催されます。
※狩猟免許申請書は岩国農林事務所に、狩猟免許講習会申込書は山口県
　猟友会事務局もしくは大島郡猟友会事務局にご提出ください。
■問い合わせ
　農林課　☎０８２０（７９）１００２
　岩国農林事務所 森林部　☎０８２７（２９）１５６７

有
害
鳥
獣
捕
獲
に
は
免
許
が
必
要
で
す


